
 

災害救助法が適用された地域のご契約者さまへ 

 

このたびの災害により被害を受けた皆さまへ心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧をお祈りいたします。 

当社では、この度災害救助法を適用された地域の被災契約者さまのご契約につきまして、お申し出により下記の特

別取扱をいたします。 

記 

１．保険料払込猶予期間の延長： 

お申し出により、保険料の払込を猶予する期間を最大6ヶ月間まで延長いたします。 

２．保険金の簡易迅速なお支払い： 

お申し出により、必要書類の一部を省略する等により、簡易迅速なお取り扱いをいたします。 

 

災害救助法の適用状況 （平成30年9月7日 現在） 

○平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る適用 

 

【平成30年9月6日適用】 

 

平成30 年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける

おそれが生じていることから、北海道は179 市町村に災害救助法の適用が決定されました。 

適用地域については、内閣府発表の平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震に係る災害救助法の適

用について【第１報】をご確認ください。http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html 

 

【本件に関するお問合せ先】 

セント・プラス少額短期保険株式会社 

TEL:03-5524-6501 / FAX:03-5250-6767 

 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

